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○ 多治見税務署 

 官庁営繕事業　事後評価結果　（原案）

・敷地：

・構造：　

平成 20 年度 平成 21 年度

平成２4年度

事業名 （箇所名） 多治見税務署
担当課 技術・評価課 国土交通省

担当課長名 内田　修 中部地方整備局

実施箇所 岐阜県多治見市白山町１－２９－１

事業
主体

目的・必要性

・多治見駅北土地区画整理事業施行地内であり、早期の移転が必要。
・ 経年による施設の老朽化、耐震性の確保
・ 業務の多様化、業務量の増大による施設の狭隘解消
・ 環境負荷低減に資するグリーン庁舎及びユニバーサルデザインを取り入れた庁舎としての整備

該当基準 事後評価

事業諸元

2,400 ㎡

鉄筋コンクリート造　地上3階

・規模： 2,907 ㎡

事業期間 事業採択 完了

総事業費 （億円） 　6.4億円

社会経済情勢の変
化

・本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は特にないと考えられる。

費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化

・当初の事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、事業採択の時点から特
段の要因の変化はないと考えられる。

概要図 (位置図) 別添

同種事業の計画・
調査のあり方や
事業評価手法の
見直しの必要性

・今後も評価方法の運用にあたっては、適宜改善・見直しを行うなどフォローアップに努める。作業過程で得ら
れた事業の成果や課題は今後の施設整備にフィードバックし、活用していく。
・現時点で見直しの必要性は見られないが、事業評価手法については引き続き評価の客観化に努めるととも
に、必要に応じて適宜見直しを進める。

・事業計画の必要性については、新規採択時と変化はない。
・事業計画の合理性は、他の案では事業案と同等の性能を確保出来ない。
・事業の効果は十分に発現している。
以上より、再度の事後評価の必要性はない。

改善措置の
必要性

・事業計画の効果は十分に発現していると考えられるため、改善措置の必要性はない。

事業の効果の
発現状況

・位置、規模及び構造の観点から業務を行うための基本機能を満足していることが確認できる
・環境保全性、ユニバーサルデザインについて、充実した取組がなされており、官庁営繕の施策が適切に反映
されていることが確認できる。
以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる。

事業実施による
環境の変化

・環境保全性及びＣＡＳＢＥＥ評価の結果から、周囲の環境に及ぼす影響は少なく、特に問題はないと考えられ
る。
・土地区画整理事業の推進が図られている。

対
応
方
針

今後の事後評
価の必要性
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施設名： 事業場所：

　位置図

多治見税務署 岐阜県多治見市白山町１－２９－１

岐阜県多治見市白山町1ー29ー1
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１．事業の概要 
（１）施設概要 
建設場所 岐阜県多治見市白山町１－２９－１ 
敷地面積 ２，４００ ㎡ 
構造規模 鉄筋コンクリート造、地上３階 
延床面積 ２，９０７ ㎡ 
工事期間 平成 20 年 5 月～平成 22 年３月 
総事業費 約 6.4 億円 
 
多治見税務署 周辺図及び配置図 
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（２）事業化の背景と目的 
 多治見税務署の旧敷地は、多治見駅北土地区画整理事業の施行地内にあり、平成 16 年 2 月に仮

換地の指定を受けている。旧敷地では、既存家屋の移転・再配置が行われ、周辺街路等の整備も

進められていることから、早急に庁舎を移転する必要があった。 
 また、旧庁舎は昭和 45 年築であり老朽化、職員の増大による狭隘、施設の不備も生じている事

から、納税者サービスにも悪影響を及ぼしているところであった。 
 そのため、 
○ 経年による施設の老朽化への対応、耐震性の確保 
○ 業務の多様化、業務量の増大による施設の狭隘解消 
○ 簡易型申告書作成端末や情報検索端末を設置した税務総合窓口(ワンストップサービス)の

設置による、行政サービスの向上 
○ 環境負荷低減に資するグリーン庁舎及びユニバーサルデザインを取り入れた庁舎としての

整備 
を、主な目的として整備を進めることとした。 
なお、基本条件として、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基

準」（平成６年１２月１５日 建設省告示 第２３７９号）を満足する施設の整備を行う。 
 
２．費用対効果の算定の根拠となった要因の変化 
官庁営繕事業の事業評価については、国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る事業

による実施要領に基づき実施するものであるが、その中の「評価の視点」において、特に、「費用

対効果分析の算定基礎となった要因の変化」については「事業計画の必要性」、「事業計画の合理

性」として、「事業の効果の発現状況」については「事業計画の効果」として、各々評点を求め、

採択及び評価の要件としている。 
（１）事業計画の必要性 
 事業計画の必要性については、別表１（事業計画の必要性に関する評価指標）に基づき     

評点を算出すると、以下のようになり、評点の変化はない。 
したがって、「事業計画の必要性」は、新規採択時評価から変化はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≧１００111評 点

000
特定国有財産整備計
画

000合同庁舎計画

000衛生条件の不良

従要素(評点
×0.1)

66060
書庫等の不足、設備機器の老朽化のため業務
の遂行に支障を来している

施設の不備

000立地条件の不良

主要素909090多治見駅北土地区画整理事業施行地内都市計画の関係

000分散

000借地返還

従要素(評点
×0.1)

77070面積率０．６１狭あい

従要素(評点
×0.1)

88080現存率６１％老 朽

備考評点
今回
評点

新規採択
時評点

評価の根拠計画理由

≧１００111評 点

000
特定国有財産整備計
画

000合同庁舎計画

000衛生条件の不良

従要素(評点
×0.1)

66060
書庫等の不足、設備機器の老朽化のため業務
の遂行に支障を来している

施設の不備

000立地条件の不良

主要素909090多治見駅北土地区画整理事業施行地内都市計画の関係

000分散

000借地返還

従要素(評点
×0.1)

77070面積率０．６１狭あい

従要素(評点
×0.1)

88080現存率６１％老 朽

備考評点
今回
評点

新規採択
時評点

評価の根拠計画理由
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※事業計画の必要性に関する評価指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）事業計画の合理性 

 事業計画の合理性については、以下の理由により代替案が存在しない。 

【代替案１】増築及び既存庁舎の改修 

 今回の事業は、土地区画整理事業による移転に伴う建替えであり、現地での増築及び既存庁

舎の改修は出来ない。 

【代替案２】民間賃貸ビルへの入居 

 多治見市内に、必要面積（約 2,000 ㎡）を満足する賃貸物件が存在しない。 

 また、近隣に、本税務署が入居できる公共施設(合同庁舎等)は存在しない。 

  以上より、「事業計画の合理性」は、他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評

価される。 

※事業計画の合理性に関する評価指標 
 

 

 
 
 
 

非木造

なるべく速やかに返還
すべきもの

緊急に返還すべきもの返還すべき場合、関係団
体より借り上げの場合又
は借料が高額の場合

80％以下同左70％以下同左60％以下同左現存率50％以下又は経年、
被災等により構造体力が著
しく低下し、非常に危険な状
態にあるもの

最も評点の高い計画理由を主理由、その他の計画理由を従理由とし、次の計算式により算定

『評点＝（主理由の評点＋（従理由の評点）X0.1＋（加算点※）』 → 事業計画の必要性がある(100点以上）ことを確認

※合同庁舎の場合10点、特定国有財産整備計画に基づく計画の場合10点をそれぞれ加算する
評点

法令、閣議決定等に基づき
整備が必要なもの、国有財
産の有効活用の観点から整
備が必要なもの

法令等に基づく整備法令等

法令による基準以下法令による基準より相
当低いもの

法令による基準よりはる
かに低いもの

採光、換気不良衛生条件の
不良

施設が不備のため業務上好
ましくないもの又は来庁者の
利用上著しく支障があるもの

施設が不備のため
業務の遂行に支障
を来しているもの

施設が不備のため業務
遂行が困難なもの

施設が不備のため業務
の遂行が著しく困難なも
の

必要施設の不備施設の不備

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
上好ましくないもの

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
が著しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は
排水不良で維持管理が
不可能に近いもの

地盤の不良

位置が不適当で業務上又は
環境上好ましくないもの

位置が不適当で業務上支障
を来しているもの又は公衆に
不便を及ぼしてるもの

位置が不適当で業務上非常
な支障を来しているもの又は
公衆に非常に不便を及ぼし
てるもの

位置の不良立地条件
の不良

都市計画的にみて、地域
性上好ましくないもの又は防
火地区若しくは準防火地区
にある木造建物で防火度
100点未満のもの

80点以下

都市計画的にみて、地域性
上障害のあるもの又は防火
地区若しくは準防火地区に
ある木造建物で防火度70点
以下のもの

60点以下

都市計画的に見て、地域制
上著しい障害があるもの又
は防火地区若しくは準防火
地域にある木造建築で防火
度50点以下のもの

地域性上の不適

都市計画の
関係

区画整理等が計画決定
済みであるもの

区画整理等が事業決定済
みであるもの（年度別決定
済み）

区画整理等が施行
中で早く立ち退かな
いと妨害となるもの

周囲が区画整理等施行
済みで当該施行分だけ
が残っているもの

街路公園及び区画整
理等都市計画事業施
行地

同一敷地内に分散、業
務上支障があるもの

2ヶ所以上に分散、相互
距離が300ｍ以上で（同

一敷地外）、業務上非常
に支障があるもの

2ヶ所以上に分散、相互
距離が1km以上で（同

一敷地外）、業務上著し
く支障があるもの

事務能率低下、連絡
困難

分散

なるべく速やかに返還
すべきもの

期限付き立退要求のもの借用期限が切れ即刻立
退が必要なもの

立ち退き要求がある
場合

借用返還

0．8以下0．75以下0．7以下0．65以下0．60以下0．55以下面積率0．5以下庁舎面積狭あい

6，000以下5，000以下4，500以下4，000以下3，500以下3，000以下保安度2，500以

下
木造

老朽

４０５０６０７０８０９０１００内容・評点計画理由
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6，000以下5，000以下4，500以下4，000以下3，500以下3，000以下保安度2，500以

下
木造

老朽

４０５０６０７０８０９０１００内容・評点計画理由

上 記 の い ず れ に も 当 て は ま ら な い 。０ 点

下 記 の い ず れ か に 当 て は ま る 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 事 業 案 の 方
が 経 済 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 リ ス ク 等 の 総
合 判 断 に よ り 事 業 案 の 方 が 合 理 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 案 で は 、 事 業 案 と 同 等 の 性 能 を 確 保 で き な い と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 組 織 ・ 機 関 が 採 算 性 等 の 審 査 等 に よ り 評 価 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 当 該
評 価 方 法 に 合 理 性 が あ る と 確 認 で き る 場 合 。

１ ０ ０ 点

評 価評 点

上 記 の い ず れ に も 当 て は ま ら な い 。０ 点

下 記 の い ず れ か に 当 て は ま る 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 事 業 案 の 方
が 経 済 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 リ ス ク 等 の 総
合 判 断 に よ り 事 業 案 の 方 が 合 理 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 案 で は 、 事 業 案 と 同 等 の 性 能 を 確 保 で き な い と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 組 織 ・ 機 関 が 採 算 性 等 の 審 査 等 に よ り 評 価 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 当 該
評 価 方 法 に 合 理 性 が あ る と 確 認 で き る 場 合 。

１ ０ ０ 点

評 価評 点
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３．事業計画の効果の発現状況 
 本事業を、位置・規模・構造の基準と比較し、「事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を

評価するための指標」及び「施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリスト」に基づ

き評価を行った。 

 
（１）業務を行うための基本機能（Ｂ１）の確認 
 位置・規模・構造の基準と比較し、事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を評価するた

めの指標に基づき評価を行った。 

 

事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を評価するための指標 

分

類 
評価項目 新規採択時評価 事後評価 

用地の取得・借用（Ｂ１） 1.0 
必要な期間の用地の利用が担保

されている。 
1.0 同左(現在仮換地となっている)

災害防止・環境保全（Ｂ１） 1.0 
自然的条件からみて災害防止・環

境保全上支障がない。 
1.0 同左 

アクセスの確保（Ｂ１） 1.1 施設へのアクセスは良好 1.1 同左 

都市計画その他の土地利用

に関する計画との整合性（Ｂ

１） 

1.0 
都市計画その他の土地利用に関

する計画と整合している。 
1.0 同左 

位

置 

敷地形状等（Ｂ１） 1.0 

敷地全体が有効に利用されてお

り、安全・円滑に敷地への出入り

ができる。 

1.0 同左 

建築物の規模（Ｂ１） 1.0 
業務内容等に応じ、適切な規模と

なっている。 
1.0 同左 

規

模 

敷地の規模（Ｂ１） 1.0 
建築物の規模及び業務内容に応

じ、適切な規模となっている。
1.0 同左 

機能性（業務を行うための基

本機能に該当する部分）（Ｂ

１） 

1.0 
執務に必要な空間及び機能が適

切に確保される見込みである。
1.0 同左 

構

造 
社会性、環境保全性及び機能

性（施策に基づく付加機能に

該当する部分）（Ｂ２）及び

耐用・保全性 

1.1 
施策に基づく機能が付加される

見込みである。 
1.1 

施策に基づく機能が付加されて

いる。 

評点 121  ≧100 121  ≧100 

「事業計画の効果」は、新規採択時評価から変化はない。 
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（２）施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況の確認 
施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリストに基づき評価を行った。 

 

施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリスト 
分類 評価項目 政策への取組 評価 

社会性 地域性 ①多治見市風景づくり重点地区 関連する計画等と整合している Ｃ 

 景観性 ①陶磁器の町らしさの演出 関連する計画等と整合している Ｃ 

環境 

保全性 
環境保全性 

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策  

②水資源の有効活用 

③エネルギー・資源の有効利用 

④熱負荷軽減のための対策 

十分に環境負荷の低減化が図られ

ている 
Ｂ 

機能性 
ユニバーサルデ

ザイン（建物内） 

①「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たし

ている 

「建築物移動等円滑化誘導基準」を

満たしている  
Ｂ 

 防災性 

①総合耐震基準に基づいた取組がなされてい

るほか、防災に関する一般的な取組が行われ

ている 

総合耐震基準に基づいた整備など、

一般的な取組が行われている 
Ｃ 

経済性 耐用・保全性 
①将来の模様替えに配慮した対策 

②機器更新に配慮した設備スペースの確保  

一般的な設計上の工夫が行われて

いる 
Ｃ 

 
イ）事業の効果の発現状況（社会性・地域性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ関連する計画等と整合している

①風景づくり重点地区
地域性

社
会
性

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ関連する計画等と整合している

①風景づくり重点地区
地域性

社
会
性

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

評価政策への取組評価項目分類

多治見市の街のイメージを決定する重要なエリアで
あると位置づけられている

建物はシンプルな正方形を基本とし、庁舎の外観や外
構の適所に美濃焼タイルを使用することにより、美濃
の文化が薫る、華美でなく周辺地域の景観をリードす
るデザインとする。
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ロ）事業の効果の発現状況（社会性・景観性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ）事業の効果の発現状況（環境保全性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ関連する計画等と整合している

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

①陶磁器の町らしさの演出
町並み調和した外観、多治見市駅北整備のイ

メージに合わせた建物
景観性

社
会
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ関連する計画等と整合している

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

①陶磁器の町らしさの演出
町並み調和した外観、多治見市駅北整備のイ

メージに合わせた建物
景観性

社
会
性

評価政策への取組評価項目分類

①陶磁器の町らしさの演出

○街並みとの統一感と調和

○外壁の色彩は陶磁器の色を採用

Ｃ省エネ機器などの導入

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ
十分に環境負荷の低減が図られ
ている （施策２～３項目）

Ａ特に充実した取組（４つ以上）

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策
②水資源の有効活用（雨水利用設備）
③ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源の有効利用
④熱負荷軽減のための対策

環境保全性

環
境
保
全
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ省エネ機器などの導入

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ
十分に環境負荷の低減が図られ
ている （施策２～３項目）

Ａ特に充実した取組（４つ以上）

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策
②水資源の有効活用（雨水利用設備）
③ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源の有効利用
④熱負荷軽減のための対策

環境保全性

環
境
保
全
性

評価政策への取組評価項目分類

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策
・太陽光発電

(施策に基づく取組）
②水資源の有効活用（雨水利用設備）
(施策に基づく取組）

③ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源の有効利用
・高効率空調機、全熱交換機、節水器具使用

④熱負荷軽減のための対策
・高性能複層ガラスの使用



 

 - 10 - 
 

 
 
ニ）事業の効果の発現状況（機能性・ユニバーサルデザイン） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ）事業の効果の発現状況（機能性・防災性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ防災に関する一般的な取組

Ｄ防災に関して取組がされていない

Ｂ防災に配慮した取組 （１つ該当）

Ａ特に防災に配慮した取組（２つ以上）

①総合耐震計画基準に基づいた取り組
みがなされているほか防災に関する一
般的な取り組みが行われている。

防災性
機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ防災に関する一般的な取組

Ｄ防災に関して取組がされていない

Ｂ防災に配慮した取組 （１つ該当）

Ａ特に防災に配慮した取組（２つ以上）

①総合耐震計画基準に基づいた取り組
みがなされているほか防災に関する一
般的な取り組みが行われている。

防災性
機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

構造体の大地震に対する耐震安全性

建築非構造部材及び建築設備の大地震に対する耐震安全性の目 標

建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。

人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。

Ｄ法令規定どおり整備されていない

Ｃ法令規定以上

Ｂ建築物移動等円滑化基準

Ａ高度なバリアフリー化
<バリアフリー法における規定>

・「建築物移動等円滑誘導基準」 (望ましい規定)

・「建築物移動等円滑基準」 (法令規定)

ユニバーサル
デザイン

（建築物内）

機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｄ法令規定どおり整備されていない

Ｃ法令規定以上

Ｂ建築物移動等円滑化基準

Ａ高度なバリアフリー化
<バリアフリー法における規定>

・「建築物移動等円滑誘導基準」 (望ましい規定)

・「建築物移動等円滑基準」 (法令規定)

ユニバーサル
デザイン

（建築物内）

機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

①「建築物移動等円滑化誘導基準」

・各階毎に多目的トイレを設置
・障害者に対する誘導（本施設は、１
階ワンストップサービスを実施してい
る為、総合受付までの誘導となる。
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ヘ）事業の効果の発現状況（経済性・耐用・保全性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（Ｃ）事業計画の効果に関する参考資料 
(a).顧客満足度調査 

凡例   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不満  やや不満 普通 やや満足 満足  

施設完成後、約２年を経

過して、一般利用者及び職

員等に対して顧客満足度

調査を実施しており、その

主な項目に対する満足度

は、左図（一般利用者）の

通り概ね満足する結果で

ある。なお、職員について

も同様な傾向である。 

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

地 域 へ の 影 響

建 物 外 観 印 象

利 用 者 安 全 安 心 総 合

快 適 性 総 合

暑 さ 寒 さ

利 用 し や す さ 総 合

駐 輪 場

駐 車 場

ア ク セ ス

ト イ レ

施 設 内 移 動

待 合 ｽ ﾍ ﾟ ｰ ｽ

利 用 目 的 へ の 対 応

総 合 満 足

ふ さ わ し い

入 り や す い

Ｃ一般的な設計の工夫がされている

Ｄ一般的な配慮がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

①模様替えに配慮した対策耐用・保全
性

経
済
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ一般的な設計の工夫がされている

Ｄ一般的な配慮がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

①模様替えに配慮した対策耐用・保全
性

経
済
性

評価政策への取組評価項目分類

①模様替えに配慮した対策
・ 確定申告時に対応のできる為の、可動

間仕切りを会議室に採用し、レイアウト変更

を容易した。
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(b).建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ） 
 ＣＡＳＢＥＥとは（Comprehensive Assessment System Built Environment Efficiency）の略

で、建物などを環境性能で総合評価し格付けする手法である。施設内などの快適性や景観への配

慮なども含めた建物の品質と、環境負荷を総合的に評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
多治見税務署は、ＢＥＥ値＝1.7 となり、建物の品質と、環境性能はＡ評価(大変良い)となって

いる。 
 
４．事業実施による環境の変化 
 環境保全性及びＣＡＳＢＥＥ評価の結果から、周囲の環境に及ぼす影響は少なく、特に問題は

ない。 
 また、土地区画整理事業の推進が図られている。 
５．社会経済情勢の変化 

本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような、社会経済情勢の変化は特にない

と考えられる。 
 
６．今後の事後評価の必要性 
（１）今後の事後評価の必要性 
・事業計画の必要性については、新規採択時と変化はない。 
・事業計画の合理性は、他の案では事業案と同等の性能を確保できない。 
・事業の効果は、十分発現されている。 
以上より、再度の事後評価の必要性はない。 

 

ＢＥＥ＝
建築物の環境品質・性能 Ｑ

建築物の外部環境負荷 Ｌ

25×（５－ＳＬＲ）
＝

25×（ＳＱ－１）

30
＝

52
1.７＝

ＢＥＥ＝
建築物の環境品質・性能 Ｑ

建築物の外部環境負荷 Ｌ

25×（５－ＳＬＲ）
＝

25×（ＳＱ－１）

30
＝

52
1.７＝

建築物の環境品質・性能 Ｑ

建築物の外部環境負荷 Ｌ

25×（５－ＳＬＲ）
＝

25×（ＳＱ－１）

25×（５－ＳＬＲ）
＝

25×（ＳＱ－１）

30
＝

52
1.７＝

BEE＝

環境品質 ・
性能

Q（Quality）

外部環境負荷
L（Load）

室内環境

サービス性能

敷地内室外環境

エネルギー

資源・マテリアル

敷地外環境

BEE＝

環境品質 ・
性能

Q（Quality）

外部環境負荷
L（Load）

室内環境

サービス性能

敷地内室外環境

エネルギー

資源・マテリアル

敷地外環境

1.752

30

0

50

100

0 50 100

建
築

物
の

環
境

品
質

・
性

能
Q

建築物の外部環境負荷 L

S A B+

B-

C

3.0

0.5

1.5 BEE=1.0

Ｓ ：素晴らしい Ａ ：大変良い

Ｂ ：良い Ｂ ：やや劣る

Ｃ ：劣る  
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７．改善措置の必要性 
事業計画の効果は十分に発現していると考えられるため、改善措置の必要性はない。 

 
８．対応方針（原案） 
 多治見税務署における今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性は無いと考えている。 
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○ 名古屋港湾合同庁舎 （別館） 

 

 官庁営繕事業　事後評価結果　（原案）

・敷地：

・構造：　

平成 19 年度 平成 21 年度

・事業計画の必要性については、新規採択時と変化はない。
・事業計画の合理性は、他の案では事業案と同等の性能を確保出来ない。
・事業の効果は十分に発現している。
以上より、再度の事後評価の必要性はない。

改善措置の
必要性

・事業の効果は十分に発現していると考えられるため、改善措置の必要性はない。

事業の効果の
発現状況

・位置、規模及び構造の観点から業務を行うための基本機能を満足していることが確認できる
・環境保全性、ユニバーサルデザイン及び防災性について、充実した取組がなされており、官庁営繕の施策が
適切に反映されていることが確認できる。
以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる。

事業実施による
環境の変化

・環境保全性及びＣＡＳＢＥＥ評価の結果から、周囲の環境に及ぼす影響は少なく、特に問題はないと考えられ
る。

対
応
方
針

今後の事後評
価の必要性

概要図 (位置図) 別添

同種事業の計画・
調査のあり方や
事業評価手法の
見直しの必要性

・今後も評価方法の運用にあたっては、適宜改善・見直しを行うなどフォローアップに努める。作業過程で得ら
れた事業の成果や課題は今後の施設整備にフィードバックし、活用していく。
・現時点で見直しの必要性は見られないが、事業評価手法については引き続き評価の客観化に努めるととも
に、必要に応じて適宜見直しを進める。

社会経済情勢の変
化

・本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は特にないと考えられる。

費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化

・当初の事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、事業採択の時点から特
段の要因の変化はないと考えられる。

事業期間 事業採択 完了

総事業費 （億円） 　15.6億円

鉄筋コンクリート造　地上８階、地下1階

・規模： 4,946 ㎡

実施箇所 愛知県名古屋市港区入船２－３－１１

事業
主体

目的・必要性
・ 経年による施設の老朽化、耐震性の確保
・ 業務の多様化、業務量の増大による施設の狭隘解消
・ 環境負荷低減に資するグリーン庁舎及びユニバーサルデザインを取り入れた庁舎としての整備

該当基準 事後評価

事業諸元

4,825 ㎡

技術・評価課 国土交通省

担当課長名 内田　修 中部地方整備局

平成２4年度

事業名 （箇所名） 名古屋港湾合同庁舎(別館）
担当課
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現地：名古屋市港区入船２－３－１１現地：名古屋市港区入船２－３－１１
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１．事業の概要 
（１）施設概要 
建設場所 名古屋市港区入船２－３－１１ 
敷地面積 ４，８２５ ㎡ 
構造規模 鉄筋コンクリート造、地上８階 地下 1 階 
延床面積 ４，９４６ ㎡ 
工事期間 平成 20 年２月～平成 22 年２月 
総事業費 約 15.6 億円 
 
名古屋港湾合同庁舎別館 周辺図及び配置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

現地：名古屋市港区入船２－３－１１現地：名古屋市港区入船２－３－１１
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（２）事業化の背景と目的 

名古屋港湾合同庁舎には、第四管区海上保安本部、名古屋海上保安本部等、災害対策の指揮、

情報伝達等の業務を行う官署が入居している。 
しかし、既存本館は耐震性能が著しく低く、耐震安全性が確保されていない状況であり、災害

時に海上危機管理機能を発揮するための整備が早急に必要であった。また、経年による老朽化と

業務量の多様化、業務量の増大に伴う狭隘も生じていた。

 そのため、 
○ 耐震安全性の目標値が高いⅠ類、Ⅱ類施設を集約し、海上危機管理機能の向上に対応する

ための、耐震性能の確保 
○ 業務の多様化、業務量の増大による施設の狭隘解消 
○ 環境負荷低減に資するグリーン庁舎及びユニバーサルデザインを取り入れた庁舎としての

整備 
を、主な目的として整備を進めることとした。 
なお、基本条件として、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基

準」（平成６年１２月１５日 建設省告示 第２３７９号）を満足する施設の整備を行う。 
 
２．費用対効果の算定の根拠となった要因の変化 
官庁営繕事業の事業評価については、国土交通省所管のいわゆる「その他施設費」に係る事業

による実施要領に基づき実施するものであるが、その中の「評価の視点」において、特に、「費用

対効果分析の算定基礎となった要因の変化」については「事業計画の必要性」、「事業計画の合理

性」として、「事業の効果の発現状況」については「事業計画の効果」として、各々評点を求め、

採択及び評価の要件としている。 
 
（１）事業計画の必要性 
 事業計画の必要性については、別表１（事業計画の必要性に関する評価指標）に基づき     

評点を算出すると、以下のようになり、評点の変化はない。 
したがって、「事業計画の必要性」は、新規採択時評価から変化はない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≧１００133評 点

101010特定国有財産整備計画

101010合同庁舎計画

000衛生条件の不良

従要素(評点×0.1)88080
災害活動に必要な電力、水等の確保に
関する不備

施設の不備

000立地条件の不良

000都市計画の関係

000分散

000借地返還

従要素(評点×0.1)55050面積率０．７５狭あい

主要素100100100
現存率４１
（構造体力低下による耐震強度不足）

老 朽

備考評点
今回
評点

新規採択
時評点

評価の根拠計画理由

≧１００133評 点

101010特定国有財産整備計画

101010合同庁舎計画

000衛生条件の不良

従要素(評点×0.1)88080
災害活動に必要な電力、水等の確保に
関する不備

施設の不備

000立地条件の不良

000都市計画の関係

000分散

000借地返還

従要素(評点×0.1)55050面積率０．７５狭あい

主要素100100100
現存率４１
（構造体力低下による耐震強度不足）

老 朽

備考評点
今回
評点

新規採択
時評点

評価の根拠計画理由
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※事業計画の必要性に関する評価指標 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）事業計画の合理性 

事業計画の合理性については、以下の理由により代替案が存在しない。 

【代替案】民間賃貸ビルへの入居 

 ・今回事業の対象官署は、業務上名古屋港に面した立地条件でなくてはならない。 

・業務上必要な面積は、約 3,600 ㎡である。 
・災害に海上危機管理機能を発揮できる、耐震安全性を有した構造の建物でなければならな

い。（建築基準法の 1.5 倍の構造強度） 
※名古屋港周辺には、以上を満足する賃貸ビルが存在しない。 
また、近隣に本施設が入居できる公共施設(合同庁舎等)は存在しない。 
以上より、「事業計画の合理性」は、他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価

される。 

※事業計画の合理性に関する評価指標 
 

 

 
 
 
 

上 記 の い ず れ に も 当 て は ま ら な い 。０ 点

下 記 の い ず れ か に 当 て は ま る 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 事 業 案 の 方
が 経 済 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 リ ス ク 等 の 総
合 判 断 に よ り 事 業 案 の 方 が 合 理 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 案 で は 、 事 業 案 と 同 等 の 性 能 を 確 保 で き な い と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 組 織 ・ 機 関 が 採 算 性 等 の 審 査 等 に よ り 評 価 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 当 該
評 価 方 法 に 合 理 性 が あ る と 確 認 で き る 場 合 。

１ ０ ０ 点

評 価評 点

上 記 の い ず れ に も 当 て は ま ら な い 。０ 点

下 記 の い ず れ か に 当 て は ま る 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 事 業 案 の 方
が 経 済 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 同 等 の 性 能 を 確 保 で き る 他 の 案 と の 経 済 比 較 を 行 っ た 際 に 、 リ ス ク 等 の 総
合 判 断 に よ り 事 業 案 の 方 が 合 理 的 で あ る と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 案 で は 、 事 業 案 と 同 等 の 性 能 を 確 保 で き な い と 評 価 さ れ る 場 合 。

・ 他 の 組 織 ・ 機 関 が 採 算 性 等 の 審 査 等 に よ り 評 価 を 行 う 場 合 で あ っ て 、 当 該
評 価 方 法 に 合 理 性 が あ る と 確 認 で き る 場 合 。

１ ０ ０ 点

評 価評 点

非木造

なるべく速やかに返還
すべきもの

緊急に返還すべきもの返還すべき場合、関係団
体より借り上げの場合又
は借料が高額の場合

80％以下同左70％以下同左60％以下同左現存率50％以下又は

経年、被災等により構
造体力が著しく低下し、
非常に危険な状態に
あるもの

最も評点の高い計画理由を主理由、その他の計画理由を従理由とし、次の計算式により算定

『評点＝（主理由の評点＋（従理由の評点）X0.1＋（加算点※）』 → 事業計画の必要性がある(100点以上）ことを確認

※１ 合同庁舎の場合10点、特定国有財産整備計画に基づく計画の場合10点をそれぞれ加算する
評点

法令、閣議決定等に基づき整備
が必要なもの、国有財産の有効
活用の観点から整備が必要なも
の

法令等に基づく整備法令等

法令による基準以下法令による基準より相
当低いもの

法令による基準よりはる
かに低いもの

採光、換気不良衛生条件の
不良

施設が不備のため業務上好
ましくないもの又は来庁者の
利用上著しく支障があるもの

施設が不備のため業務
の遂行に支障を来して
いるもの

施設が不備のため
業務遂行が困難な
もの

施設が不備のため業務の
遂行が著しく困難なもの

必要施設の不備施設の不備

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
上好ましくないもの

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
が困難なもの

地盤沈下、低湿地又は
排水不良等で維持管理
が著しく困難なもの

地盤沈下、低湿地又は排
水不良で維持管理が不可
能に近いもの

地盤の不良

位置が不適当で業務上又は
環境上好ましくないもの

位置が不適当で業務上支障
を来しているもの又は公衆に
不便を及ぼしてるもの

位置が不適当で業務上非常
な支障を来しているもの又は
公衆に非常に不便を及ぼし
てるもの

位置の不良立地条件
の不良

都市計画的にみて、地
域性上好ましくないもの又は
防火地区若しくは準防火地
区にある木造建物で防火度
100点未満のもの

80点以下

都市計画的にみて、地域性
上障害のあるもの又は防火
地区若しくは準防火地区に
ある木造建物で防火度70点
以下のもの

60点以下

都市計画的に見て、地域制
上著しい障害があるもの又
は防火地区若しくは準防火
地域にある木造建築で防火
度50点以下のもの

地域性上の不適

都市計画の
関係

区画整理等が計画決定

済みであるもの
区画整理等が事業決定済

みであるもの（年度別決定
済み）

区画整理等が施行

中で早く立ち退かな
いと妨害となるもの

周囲が区画整理等施行済
みで当該施行分だけが
残っているもの

街路公園及び区画整

理等都市計画事業施
行地

同一敷地内に分散、業

務上支障があるもの

2ヶ所以上に分散、相互

距離が300ｍ以上で（同

一敷地外）、業務上非
常に支障があるもの

2ヶ所以上に分散、相互

距離が1km以上で（同

一敷地外）、業務上著し
く支障があるもの

事務能率低下、連絡

困難
分散

なるべく速やかに返還
すべきもの

期限付き立退要求のもの借用期限が切れ即
刻立退が必要なもの

立ち退き要求がある
場合

借用返還

0．8以下0．75以下0．7以下0．65以下0．60以下0．55以下面積率0．5以下庁舎面積狭あい

6，000以下5，000以下4，500以下4，000以下3，500以下3，000以下保安度2，500以下木造

老朽

４０５０６０７０８０９０１００内容・評点計画理由
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期限付き立退要求のもの借用期限が切れ即
刻立退が必要なもの

立ち退き要求がある
場合

借用返還

0．8以下0．75以下0．7以下0．65以下0．60以下0．55以下面積率0．5以下庁舎面積狭あい

6，000以下5，000以下4，500以下4，000以下3，500以下3，000以下保安度2，500以下木造

老朽

４０５０６０７０８０９０１００内容・評点計画理由
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3．事業の効果の発現状況 

 本事業を、位置・規模・構造の基準と比較し、「事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を

評価するための指標」及び「施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリスト」に基づ

き評価を行った。 

 
（１）業務を行うための基本機能（Ｂ１）の確認 
 位置・規模・構造の基準と比較し、事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を評価するた

めの指標に基づき評価を行った。 

 

事業計画の効果（Ｂ１及びＢ２）の発現状況を評価するための指標 

分

類 
評価項目 新規採択時評価 事後評価 

用地の取得・借用（Ｂ１） 1.1 
必要な期間の用地の利用が担保

されている。 
1.1 国有地に建設されている。 

災害防止・環境保全（Ｂ１） 1.0 
自然的条件からみて災害防止・環

境保全上支障がない。 
1.0 同左 

アクセスの確保（Ｂ１） 1.1 施設へのアクセスは良好 1.1 同左 

都市計画その他の土地利用

に関する計画との整合性（Ｂ

１） 

1.0 
都市計画その他の土地利用に関

する計画と整合している。 
1.0 同左 

位

置 

敷地形状等（Ｂ１） 1.0 

敷地全体が有効に利用されてお

り、安全・円滑に敷地への出入り

ができる。 

1.0 同左 

建築物の規模（Ｂ１） 1.0 
業務内容等に応じ、適切な規模と

なっている。 
10 同左 

規

模 

敷地の規模（Ｂ１） 1.0 
建築物の規模及び業務内容に応

じ、適切な規模となっている。
1.0 同左 

機能性（業務を行うための基

本機能に該当する部分）（Ｂ

１） 

1.0 
執務に必要な空間及び機能が適

切に確保される見込みである。
1.0 同左 

構

造 
社会性、環境保全性及び機能

性（施策に基づく付加機能に

該当する部分）（Ｂ２）及び

耐用・保全性 

1.0 
法令に基づく標準的な性能が適

切に確保される見込みである。
1.1 

施策に基づく機能が付加されて

いる。 

評点 121  ≧100 133  ≧100 

「事業計画の効果」は、新規事業採択時評価から、構造について、施策に基づく機能が付加され

ている。 
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（２）施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況の確認 
施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリストに基づき評価を行った。 

 

施策に基づく付加機能（Ｂ２）の発現状況チェックリスト 
分類 評価項目 政策への取組 評価 

社会性 地域性 築地ポートタウン計画との整合 関連する計画等と整合している Ｃ 

 景観性 築地都市景観整備地区にふさわしい整備 関連する計画等と整合している Ｃ 

環境 

保全性 
環境保全性 

①自然エネルギー利用のための特別な対策 

②緑化のための特別な対策  

③熱負荷軽減のための対策 

④エネルギー・資源の有効利用 

十分に環境負荷の低減化が図られ

ている 
Ｂ 

機能性 
ユニバーサルデ

ザイン（建物内） 

①<バリアフリー法における規定>「建築物移

動円滑化誘導基準」 を満たしている 

建築物移動等円滑化誘導基準を満

たしている  
Ｂ 

 防災性 
①総合耐震基準に基づいた取組がなされてい

るほか、防災に配慮した取組が行われている

防災に配慮した取組が行われてい

る 
Ｂ 

経済性 耐用・保全性 
①将来の模様替えに配慮した対策 

②機器更新に配慮した設備スペースの確保  

一般的な設計上の工夫が行われて

いる 
Ｃ 

 
イ）事業の効果の発現状況（社会性・地域性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ関連する計画等と整合している

①築地ポートタウン計画との整合
（港湾機能移転に伴う新たな魅力づくり）地域性

社
会
性

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ関連する計画等と整合している

①築地ポートタウン計画との整合
（港湾機能移転に伴う新たな魅力づくり）地域性

社
会
性

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

評価政策への取組評価項目分類

①海の玄関口にふさわしい魅力
ある港町づくり

②市民に親しまれる海洋文化・レ
クリエーションの拠点作り

③地域の発展の核となる活力有
る街づくり

名古屋港湾合同庁舎 別館

モノトーンの色彩や水平ライン
により本館との調和に配慮
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ロ）事業の効果の発現状況（社会性・景観性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ）事業の効果の発現状況（環境保全性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ関連する計画等と整合している

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）①港らしさの演出

ｼﾝﾎﾞﾙ軸、海洋文化ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、商業業務ｿﾞｰ
ﾝの交差点として個性ある景観

本館との調和、周辺景観形成への寄与

景観性
社
会
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ関連する計画等と整合している

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）①港らしさの演出

ｼﾝﾎﾞﾙ軸、海洋文化ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、商業業務ｿﾞｰ
ﾝの交差点として個性ある景観

本館との調和、周辺景観形成への寄与

景観性
社
会
性

評価政策への取組評価項目分類

①港らしさの演出
築地都市景観整備地区にふさわしい整備

○街並みとの統一感と調和

○港からの眺望に配慮

○外壁の色彩は白色系を採用

○街並みにアクセントを付ける

Ｃ省エネ機器などの導入

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ
十分に環境負荷の低減が図られ
ている （施策２～３項目）

Ａ特に充実した取組（４つ以上）

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策
②緑化のための特別な対策
③熱負荷軽減のための対策
④ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源の有効利用

環境保全性

環
境
保
全
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ省エネ機器などの導入

Ｄ一般的な取組がなされていない

Ｂ
十分に環境負荷の低減が図られ
ている （施策２～３項目）

Ａ特に充実した取組（４つ以上）

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策
②緑化のための特別な対策
③熱負荷軽減のための対策
④ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源の有効利用

環境保全性

環
境
保
全
性

評価政策への取組評価項目分類

①自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用のための特別な対策
・太陽光発電(施策に基づく取組）

②緑化のための特別な対策
・屋上緑化の採用 (施策に基づく取組）

③熱負荷軽減のための対策
・高性能複層ガラスの使用

④ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源の有効利用
・高効率空調機、全熱交換機、節水器具使用
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ニ）事業の効果の発現状況（機能性・ユニバーサルデザイン） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ホ）事業の効果の発現状況（機能性・防災性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｄ法令規定どおり

Ｃ法令規定以上

Ｂ望ましい規定どおり

Ａ望ましい規定以上
<バリアフリー法における規定>

・「建築物移動円滑誘導基準」 (望ましい規定)

・「建築物移動円滑基準」 (法令規定)

ユニバーサル
デザイン

（建築物内）

機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｄ法令規定どおり

Ｃ法令規定以上

Ｂ望ましい規定どおり

Ａ望ましい規定以上
<バリアフリー法における規定>

・「建築物移動円滑誘導基準」 (望ましい規定)

・「建築物移動円滑基準」 (法令規定)

ユニバーサル
デザイン

（建築物内）

機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

・各階毎に多目的トイレを設置 ・障害者に対する誘導・サイン、スロー
プ及びエレベータの設置

Ｃ防災に関する一般的な取組

Ｄ防災に関して取組がされていない

Ｂ防災に配慮した取組 （１つ該当）

Ａ特に防災に配慮した取組（２つ以上）

①地震への特別な対策
②電気室・自家発室へ止水板の設置

防災性
機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ防災に関する一般的な取組

Ｄ防災に関して取組がされていない

Ｂ防災に配慮した取組 （１つ該当）

Ａ特に防災に配慮した取組（２つ以上）

①地震への特別な対策
②電気室・自家発室へ止水板の設置

防災性
機
能
性

評価政策への取組評価項目分類

建築基準法を超えるような規模の模擬地震動（サイト波）
による検討を行い、耐震安全性を確保している。
また、電気室・自家発室に止水板を設けることにより、浸水
対策を行い、災害時の電源確保を行っている。
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ヘ）事業の効果の発現状況（経済性・耐用・保全性） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（Ｃ）事業計画の効果に関する参考資料 
 
(a).顧客満足度調査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %

地 域 へ の 影 響

建 物 外 観 印 象

利 用 者 安 全 安 心 総 合

快 適 性 総 合

暑 さ 寒 さ

利 用 し や す さ 総 合

駐 輪 場

駐 車 場

ア ク セ ス

ト イ レ

施 設 内 移 動

待 合 ｽ ﾍ ﾟ ｰ ｽ

利 用 目 的 へ の 対 応

総 合 満 足

ふ さ わ し い

入 り や す い

地下鉄の出入
り口に近接し

ているため、ア
クセスはよい。

Ｃ一般的な設計の工夫がされている

Ｄ一般的な配慮がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

①将来の模様替えに配慮した対策
耐用・保全性

経
済
性

評価政策への取組評価項目分類

Ｃ一般的な設計の工夫がされている

Ｄ一般的な配慮がなされていない

Ｂ充実した取組 （１つ該当）

Ａ特に充実した取組（２つ以上）

①将来の模様替えに配慮した対策
耐用・保全性

経
済
性

評価政策への取組評価項目分類

①将来の模様替えに配慮した対策
・ 約１０．８ｍの無柱空間により自由なレ
イアウト変更への対応

・ 事務室内にヘビーデューティーゾーンを設置
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(b).建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ） 
 
 
 
 ＣＡＳＢＥＥとは（Comprehensive Assessment System Built Environment Efficiency）の略

で、建物などを環境性能で総合評価し格付けする手法である。施設内などの快適性や景観への配

慮なども含めた建物の品質と、環境負荷を総合的に評価する。 
 

 

 
 
 
名古屋港湾合同別館の、ＢＥＥ値＝1.6 となり、建物の品質と、環境性能はＡ評価(大変良い)と

なっている。 
 
４．事業実施による環境の変化 
 環境保全性及びＣＡＳＢＥＥ評価の結果から、周囲の環境に及ぼす影響は少なく、特に問題は

ないと考えられる。 
  
５．社会経済情勢の変化 

本事業の、事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は、特にな

いと考えられる。 
 
 

ＢＥＥ＝
建築物の環境品質・性能  ＱＥ 

建築物の外部環境負荷  Ｌ 

25×（５－ＳＬＲ）
   ＝

25×（ＳＱ－１）

39
   ＝

62
1.6 ＝

BEE＝ 

環境品質・ 

性能

外部環境負荷

L（Load）

室内環境 

サービス性能 

敷地内室外環境 

エネルギー 

資源・マテリアル 

敷地外環境 

1.6

39

62

0

50

100

0 50 100

建
築

物
の

環
境

品
質

・
性

能
　

Ｑ

建築物の外部環境負荷 L

S A B+

B-

C

基準

BEE=3.0 BB

BEE=0.5

BEE=1.5 BEE=1.0

Ｓ ：素晴らしい  Ａ ：大変良い 

Ｂ
+ ：良い       Ｂ

- 
：やや劣る 

Ｃ ：劣る 
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６．今後の事後評価の必要性 
・事業計画の必要性については、新規採択時と変化はない。 
・事業計画の合理性は、他の案では事業案と同等の性能を確保できない。 
・事業の効果は、十分発現されている。 
以上より、再度の事後評価の必要性はない。 
 

 
７．改善措置の必要性 
事業計画の効果は、十分に発現していると考えられるため、改善措置の必要性はない。 

 
８．対応方針（原案） 
 名古屋港湾合同庁舎別館における、今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性は無いと考

えている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


